
 

 

法人県民税・法人事業税、特別法人事業税の課税業務については、県内の主たる事務所等の

所在地を管轄する各県税公所（下図①～⑨）で行っているところですが、令和８年４月以降は、

県税組織の再編に伴い、盛岡地区合同庁舎内に新設する「岩手県県税センター」（下図⑩）に

集約します。 

なお、令和８年４月以降、下図①～⑨の各県税公所では法人課税業務を行いませんが、窓口

納付、納税証明書の発行及び納税相談については、引き続き受付をします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 令和８年４月以降のお手続きについて                           

◆ 各種申請・届出書、申告書等の提出（郵送可）や、申告に関するお問い合わせ・ご相談は、

岩手県県税センター（⑩）へお願いします。 

 ※ 当面の間、最寄りの県税公所（②～⑨）でも、各種申請・届出書、申告書等の受付を行います。 

なお、申告相談等については電話等により岩手県県税センター（⑩）へおつなぎする場合があ

ります。 

◆ 窓口納付、納税証明書の発行及び納税相談は、これまでどおり各県税公所（①～⑨）で行

います。 

 ※ 岩手県県税センター（⑩）では対応できません。 

◆ 電子申請・電子申告（ｅＬＴＡＸ）を利用されている法人は、令和８年３月までに利用届

出が審査されていた場合は、提出先を岩手県県税センター（⑩）へ自動変換します。 

  令和８年４月以降に届出される場合は、提出先は岩手県県税センター（⑩）を選択してい

ただきますようお願いいたします。 

 

 

2025/12/10 時点 

 【令和 8 年 4 月から】 

 県税の法人課税業務を集約します。 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

※　令和８年４月以降に①～⑨の事務所名及び電話番号が変更となる場合があります。

 〒020-0023
 盛岡市内丸11-1

 （Tel）未定

⑩



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

岩手県 


